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リユースモバイル関連ガイドライン検討会 概要

2018年4月27日に総務省より公表された「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」報告書の提言を受けて、リユース
モバイル・ジャパン（RMJ）及び携帯端末登録修理協議会（MRR）内の理事企業を中心とした有志企業により、「リユース
モバイル関連ガイドライン検討会」を立ち上げ、安心安全で活発な「リユースモバイル市場の成長」に資することを目的として、
検討を重ねてまいりました。

リユースモバイル端末の取扱いに係る以下の
検討項目についてガイドラインを作成し、
業界企業に広く利用していただけるよう周知
する。

1.リユースモバイル端末の格付基準、機能・
性能の確認方法について

2.リユースモバイル端末の個人情報の
取扱い、データ消去について

3.リユースモバイル端末を扱う企業が具備す
るのが望ましい要件、リユースモバイルを
扱う人材の育成について

検討内容 推進に向けた体制

座長

ガイドライン連絡会

格付基準等
作業部会

個人情報等
作業部会

トレーサビリティ等
作業部会

RMJ粟津会長

RMJ事務局
MRR事務局

事務局オブザーバー
総務省
株式会社MM総研

修理事業で培った技術
面や機能評価に関する
ノウハウ

リユースモバイル事業を
推進してきた
事業ノウハウ

2

リユースモバイル関連
ガイドライン検討会
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リユースモバイル関連ガイドライン検討会 参加企業と役割
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リユースモバイル・ジャパンについて

4

●設立背景
総務省による「携帯電話料金その他の提供条件に関するタスクフォース」の開催や公正取引委員会
による「携帯電話市場における競争政策上の課題について」の発表が行われ、家計における携帯電
話料金などの負担軽減を目的とした

（1）ライトユーザー、長期契約者向けの料金負担軽減
（2）行き過ぎた端末販売の適正化
（3）MVNOのサービス多様化

など、携帯電話市場は大きく動き出しています。
そうした中、リユースモバイル通信端末（中古の携帯電話やスマートフォン等）は、消費者により低
廉な負担で通信サービスをご利用いただける手段として、大きな注目を集めています。しかしながら、
「行政との意見交換の受け皿である業界団体の不在」、「赤ロムの問題」
「個人情報のデータ消去の課題」など業界としての課題も顕在化しています。

そのような状況を鑑みて、リユースモバイル通信端末を取り扱う事業者8社が発起人企業となり、
RMJを設立する運びとなりました

代表理事企業：株式会社携帯市場

副代表理事企業：
株式会社ゲオ 株式会社TSUTAYA ブックオフコーポレーション株式会社

理事企業：
株式会社クリエージェンシー、株式会社パシフィックネット、日本テレホン株式会社
エコケー株式会社、株式会社ソフマップ、株式会社イオシス

正会員： 賛助会員：
株式会社パステック、Brightstar Corp 8社

（順不同）

●RMJの理念
リユースモバイル通信端末市場の発展により、多様で低廉な通信サービスが
安心で安全に消費者に提供される社会の形成を目指す。

●RMJのビジョン
リユースモバイル通信端末市場の健全な発展および消費者保護を目的とした
安心・安全なリユースモバイル通信端末流通の促進を行うことを目的とする。

●RMJの事業内容
（1）リユースモバイル通信端末に関する事業の認知度向上を目指す広報・啓蒙活動
（2）リユースモバイル通信端末事業者における古物営業法等の法令順守のための活動
（3）リユースモバイル通信端末事業に係る関連省庁との連携
（4）関連事業者(キャリア・メーカー・MVNO事業者等)および業界団体との連携
（5）リユースモバイル通信端末事業の健全な発展に関する政策提言
（6）優良かつ透明性の高いリユースモバイル通信端末事業者の育成
（データ管理・不正端末流通防止等に関するガイドライン策定等）

（7）会員相互の連絡と共通する課題の共有
（8）前各号に掲げる事業に付帯または関連する事業

他2社
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一般社団法人携帯端末登録修理協議会について
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国内外におけるリユースモバイル端末市場

出典：RMJ 2017.04-.03 統計データ（2018年 5月）

■RMJ リユースモバイル・ジャパン会員企業統計データ
（2018年3月時点）

6

1.RMJ正会員企業の総店舗数

※RMJ正会員企業9社による18年3月末時点のリユースモバイル端末の買取と販売を共に行うリアル店舗数

2.RMJ正会員企業による年間売上高 3.RMJ正会員企業による年間販売台数

※対象期間：2017年４月～2018年３月
※OSを問わず、リユース、リサイクル対象端末スマートフォンの販売金額・販売台数の合計
※国内外、BtoB、BtoCを問わない
※RMJ正会員企業９社のデータを集計

予測

出典：各種データを基にMM総研が作成

出典：MM総研「中古端末の利用実態調査」 （2017年10月）
単位：億円 単位：万台
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リユースモバイル端末流通に関する調査①

出典： 総務省電気通信事業分野における市場検証（2017年度）年次レポート

■リユースモバイル端末の認知度・利用意向

7

携帯事業者に買取・引取依頼したユーザーは30.8％

廃棄・保管（退蔵）しているユーザーは61.8％
利用済端末の

90％
以上が退蔵また
は携帯電話事

業者へ
国内リユース市場には6.6％しか流通していない

61.8％ 廃棄・保管 30.8％が
携帯電話事業者へ

国内リユース
市場には

わずか6.6％

その他
0.8％

利用経験のあるユーザーは 5.6％

今後利用したいユーザーは 16.3％ ニーズが
ついに

20％を
超える

5人に１人はリユースモバイル端末を利用したい
（利用経験あり含む）
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リユースモバイル端末流通に関する調査②

8

■端末を下取り・売却したくない理由

（％）

出典：株式会社MM総研 中古端末の利用実態調査（2017年10月）

個人情報等のデータ流出に対する懸念

スマートフォンユーザーの

3人に1人が
不安を抱いている
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リユースモバイル端末流通に関する調査③

出典： 総務省電気通信事業分野における市場検証（2017年度）年次レポート

■リユースモバイル端末の利用意向

29.5％

9

86.6％ 21.5％

１位 2位 3位

モバイル市場の公正競争の後押しに寄与

その他、消費者が不安に感じる理由

・「故障時などの保証がなさそう」（38.2％）
・「傷やへこみがありそう」（25.7％）

43.5％50.6％ 40.8％

１位 2位 3位

消費者の不安を払拭するための取扱い基準が必要

端末を安く買える 格安スマホや格安SIM等の
MVNOを利用したい

端末を分割払いではなく
一括払いで買いたい

バッテリーの持ちが
悪そう

きちんと動作するか
わからない

衛生ではない
イメージがある
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RMJ単独での取組み

課題 取組内容
リユースモバイル
端末の認知度やメ
リット訴求

テレビやラジオでのCM
各種メディア露出
店舗でのイベントやキャンペーン
WEBや店舗での顧客への声掛けや
POP展開 等

■認知度向上を目的に
課題 取組内容

リユースモバイル端末の
品質

外装及び端末内部のテスト(Wifi、液晶、各種センサー等)
各社の格付基準に基づく品質チェック

データ消去 オールリセットによるデータ消去、データ上書き消去も行っている事例も
個人情報保護

管理体制 セキュリティー度が高い場所で端末を検品管理している
トレーサビリティ対応

提供：株式会社パシフィックネット

■消費者に不安を払拭するために

総務省検討会への参加

RMJ 広報活動

積極的なイベントやキャンペーンの実施

10
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これからのために

各社の取り組み モバイル市場の動き

適切な取扱いが行われていることを
利用者が確認できることが必要

11

消費者の
不安払拭

認知度
向上

各社毎の
安心安全

基準

個人情報
保護への
取り組み

サービス・
端末選択
の促進

中古端末
の国内流
通促進

ネットワーク
提供条件
の同等性

確保 公正競争
促進

業界での
標準的な
基準が

求められる
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ガイドラインの概要
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2018年7月リユースモバイル関連ガイドライン検討会の立ち上げより、安心で安全なリユースモバイル市場
の発展に資することを目的とし、個人情報の保護、格付基準の標準化、法令遵守を主軸としたガイドライン
策定を行ってまいりました。ＲＭＪの事業ノウハウ、ＭＲＲの技術ノウハウをもとに策定を開始し、データ消去
事業や検証を行っている事業者とのディスカッション、オブザーバーとして参加いただいている総務省様からの
ご助言や、海外市場調査結果の検証、そして消費者関連団体の皆様からのご意見等をもとに推敲を重ね、
2019年3月８日公表に至る運びとなりました。

ガイドライン策定骨子・策定に向けた視点 ガイドライン策定の主要ポイント

○リユースモバイルの格付基準を規定

○端末内の利用者情報の処理方法を規定

○法令遵守、取扱い等について規定

＜骨子＞
消費者・関連事業者にとって安心で安全なリユースモバ
イル端末取引市場の形成と発展に向けて
「オペレーション・ガバナンス・コンプライアンス」を骨子とし
ています。

＜視点＞
リユースモバイル事業者が消費者の不安を払拭し、安
全に安心して利用できるリユースモバイルの流通を促進
するために、消費者視点・事業者視点・モバイル業界特
有の視点・リユースモバイル業界に関連する法令の視点
から策定しています。
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ガイドラインの構成等
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ガイドラインでは、買取、検査・格付、販売の各業務フローの各段階に沿って整理し、それぞれ法令等に基づ
いて遵守しなければならない必須事項、本ガイドラインに従う場合に求められる要求事項、対応することが望
ましい推奨事項を明確に示しています

必須事項
法令に基づいて遵守しなければなら

ない事項

要求事項
本ガイドラインに従う場合に

求められる事項

推奨事項
必須・要求項目ではないが対応

することが望ましい事項

・古物営業法、個人情報
保護法等に基づく確認事項
・盗品・不正品の排除等

・個人情報保護法、
古物営業法、特商法等に
基づく情報表示

・買取時の安心安全評価の項目
（不良端末でないことの確認）

・格付結果、評価結果の表示方法
・保証について
・安心安全評価において、販売不可
項目に該当するNGがあったときは、販
売しない

・root、不審なソフトウェア等の
確認

・販売履歴の記録
・オンライン販売時の商品写真の
掲載

・検査時の安心安全評価の項目
・外装評価の項目
・機能評価の項目
・格付

・利用者情報の確実な消去方法

・端末のクリーニングを行うこと

業
務
内
容
に
つ
い
て

買
取

検
査
・
格
付

販
売

全般に
関する
留意事項

検査・格付については法的な
義務がない

・関連する法律の説明と
リユースモバイル
ビジネスにおいての対応

・社内体制の整備、事業活動
の監査・モニタリング
・人材教育等の必要性

・情報管理・個人情報の
取扱い等に関する認証資格

※検討すべき主要ポイント
…格付に関わる評価

…個人情報に関わる評価

…法令遵守に関わる評価

・買取時の安心安全評価の項目
（利用者情報の残存の確認）
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ガイドラインに定める買取から販売までの流れ
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評価ポイント

1）安心安全評価
安心安全評価は、使用済みのモバイル端末が再
び利用者に使用されることが可能かどうかを確認
するものであり、買取時に確認する項目と、検査
時に確認する項目がある。確認の結果は、OKか
NGかで評価する。

2）外装評価
外装評価は、面区分のすべてにおいて、キズや破
損がないか確認するものであり、検査時に行うもの
である。確認の結果は、S・A・B・C・Jの5段階で
評価する。Jランクはジャンク品を意味し、部品取り
用や再資源化とすることが望ましいが、利用者情
報を消去した上で、ASISとして流通させることも
妨げない。

3）機能評価
機能評価は、端末がどの程度正常に作動するか
について各機能の状態を確認するものであり、検
査時に行うものである。確認の結果は、OKまたは
NGで評価する。NGとなった項目がある端末につ
いてはリユースモバイル端末として利用者向けに流
通させることはできるが、その際はNG事項について
明示することが求められる。

買取、検査・格付、販売の各業務フローの各段階にポイントを定め、
安心で安全なリユースモバイル端末の流通を図るうえでの基準・評価方法を定めています
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安心安全評価について
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買取時（店頭）における評価

買取後（センター等）における評価

ポイント

1.古物法など関連法令に基づき必要な確認の実施
例：不良端末でないことの確認（ネットワーク利用制限はな
いか。技適マークが表示されているか。等）

2.利用者情報の消去等に関し必要な確認の実施
例：端末ロック等に関する評価（遠隔操作ロックは解除され
ているか。アクティベーションロック等）、利用者情報の残存
がないことに関する評価（オールリセットを行ったか。等）、ネ
ットワーク利用制限に関する評価（ネットワークの利用制限
はないか。）

3.OK・NGで評価。NGだった場合は、次のとおり取扱う。
① 利用者情報を消去できない場合は、流通させない（廃
棄、再資源化等）
② 利用者情報を消去できる場合は、NG内容を表示した上
で販売可能
③ アクティベーションロックなど買取依頼者でしかできない措
置については、買取時に買取依頼者に説明し、対応を促進
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利用者情報の確実な消去
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データ消去について
 データ消去処理には、端末のオールリセット（初期化）と上書き消去がある。
 初期化：買取時と検査時に実施（２回）。
 上書き消去：検査時に実施。上書き消去ができない機種については、買取時に買取依頼者に明示。
 第三者による確認：検査時に、消去を行った者以外の者が消去できているかを確認。

注1）非接触型ICカード情報は、買取依頼者しか消去できないため、買取時に買取依頼者に説明し、対応を促進
注2）上書き消去は、事業者用ソフトウェアを用いて行うものである。リユースモバイル関連事業者は、原則として、事業者用ソフトウ
ェアでの上書き消去を実施しうる環境にあることが求められる。なお、端末の種類によっては、上書き消去ができないものや、オールリ
セット（初期化）で上書き消去が行われるものがある

注2）データ消去に関する留意点
OS、端末の種類等の違いについて、下記の通り留意すること。
スマートフォンⅠ （Android）
その多くに対して上書き消去が有効である。しかし、一部の上書き消去に対応していない機種については、初期化（オ
ールリセット）によりデータ消去処理を行う。
スマートフォンⅡ （iOS）
iPhoneやiPad等のiOS端末においては、端末に内蔵されるデータは暗号化されているため、端末機能の初期化（オ
ールリセット）を行うだけで強固なデータ消去処理となる。
フィーチャーフォン（ガラケー）
多くの端末において、上書き消去に対応していない領域が存在する場合や、上書き消去ソフトそのものに対応していな
い場合があるため、その消去処理は初期化（オールリセット）が基本となる。
その他 （上記以外のOSや端末）
AndroidとiOS以外のOS（例としては、Windows Phone、Windows10、BlackBerryOS、Firefox OS等）、
あるいはモバイルWi-Fiルータ等の多くの端末においては、上書き消去に対応していない領域が存在する場合や、上書
き消去ソフトそのものに対応していない場合があるため、その消去処理は初期化（オールリセット）が基本となる。

注1）非接触型ICカード情報に関する留意点
多くの端末に内蔵されている非接触型ICカードの情報は端
末の所有者である買取依頼者自身でなければ、財布等の
機能の残額移行の手続きができない。また端末機能の初期
化（オールリセット）や上書き消去では、非接触型ICカード
情報は消去できない。

よって、買取依頼者が自ら使用していた携帯電話を買取事
業者へ売却する場合、本人が事前に各種クレジットカード会
社および金融機関等へ申請を行い、その機能の移行や契約
解除を行うよう買取依頼者に注意喚起を行うことが求められ
る。
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格付時における外装評価
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・ 全ての面区分について、キズや破損がないかを確認し、S・A・B・C・Jの5段階で評価。
・ 評価の結果は、販売時に表示（安心安全評価および機能評価の結果とともに表示）
※ Jランクは、再資源化等とすることが望ましいが、ASISとして販売することも可能。

外装
評価 評価基準

S
未使用品
（新品同様の状態）

A
目立つ傷がなく非常にきれいな状態
（液晶への傷がなく外装の傷・汚れが微細）

B
細かな傷・薄いかすり傷があり、使用感がある状態
（液晶に薄い傷や、外装に微細な傷・汚れ等が多少
見受けられる）

C
目立つ傷や擦り傷等があり、明らかな使用感がある状
態（液晶に目立つ傷、複数の傷がある。全体的に
傷・汚れ・塗装剥がれが目立つ）

J
目に見えてダメージがあり、激しい損傷または破損して
いる状態（液晶を含め全般に傷や打痕や割れ等が
ある）

外装評価

外装評価の判定方法

・液晶面、正面、背面、天面、底面、左右側面の各
面区分について、通常の視野範囲で行う。

・傷の有無は液晶面、正面、その他の面は背面、天面
、底面、左右側面等を確認する。

・液晶面や正面のガラス割れ・欠け、その他の面のケー
スの割れおよび目立つヒビ、欠け、凹みがある場合は、
その他の面の状態に関わらず格付はC以下とする。

・汚れについては、拭き取り除去する前提とし、ウエスや
クリーナー等で拭き取り除去できればOKとする。拭き取
っても除去できない汚れは、傷・塗装剥がれとして判定
する。
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格付時における機能評価
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・ 端末の各機能（基本機能及び接続機能）について、どの程度機能するかを実際に操作して確認。
・ OK・NGで評価。
・ 評価の結果は、販売時に表示（安心安全評価および外装評価の結果とともに表示）

機能評価 項目
評価

OK NG

基本機能
動作確認

電源ON

充電ランプON・充電状態
（バッテリーのパーセント表示が不安定であったり、電池が膨張していたり、
充電残量の減りが極端に早いといった症状の有無）

液晶点灯 / タッチパネル点灯

液晶画面のドット欠け、液漏れ無し

ボタン反応（ホームボタンオンオフ）

ボリュームボタン・スピーカ・マイク・イヤホン・サイレントスイッチ

サウンド（内蔵スピーカ）

バイブレーション

カメラ（イン・アウト／ホコリ、異物無し）・フラッシュ・撮影レンズ

端子キャップ異常（取れてなくなっている、割れ、閉まらない等）無し

接続機能
動作確認

SIMカード認識

Wi-Fi接続

提供：株式会社クリエージェンシー

■アプリを活用した店頭での機能評価（例）

■複数台を一括で処理できるセンター型機能評価（例）

提供：株式会社ブランコ・ジャパン

事例紹介

機能評価



Copyright 2019 リユースモバイル関連ガイドライン検討会 All Rights Reserved.

販売時の表示例
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評価基準の評価内容を明示

ランク ランク説明 保証期間

S 未使用品
（新品同様の状態）

S・A・Bランクは、取引日より30日（以上）の設定が望ましいA 目立つ傷がなく非常にきれいな状態
（液晶への傷がなく外装の傷・汚れが微細）

B 細かな傷・薄いかすり傷があり、使用感がある状態
（液晶に薄い傷や、外装に微細な傷・汚れ等が多少見受けられる）

C 目立つ傷や擦り傷等があり、明らかな使用感がある状態
（液晶に目立つ傷、複数の傷がある。全体的に傷・汚れ・塗装剥がれが目立つ）

Cランクは、取引日より14日（以上）の設定が望ましい

J
目に見えてダメージがあり、激しい損傷または破損している状態
（液晶を含め全般に傷や打痕や割れ等がある）

Jランクは部品取り用あるいは再資源化とすることが望ましいが、消費者向け、あ
るいは修理事業者等へ販売する場合は、保証の有無を明確に表示する。利
用者情報が消去できない端末は販売しないことが求められる

保証期間の明示も行う
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ガイドライン（初版）の適用範囲
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消
費
者
（
売
り
た
い
方
）

国
内
市
場

MNO

リユースモバイル
買取店

リユースモバイル
販売店

リユースモバイル
商品化センター

仲介事業者

修理事業者

不要になった
携帯電話端末

海
外
市
場下取り等

端末
メーカー

今後期待できる商流

修理・整備済モバイル端末 消
費
者
（
買
い
た
い
方
）

情報管理

ガイドライン ガイドライン

法令遵守

●対象事業者イメージ
・エコケー
・クリエージェンシー
・携帯市場
・ゲオ
・ソフマップ
・日本テレホン
・パシフィックネット
・ブックオフコーポレーション 等

（五十音順）

買い取った
携帯電話端末

ガイドラインに基づき
商品化された端末

ガイドライン適用
リユースモバイル

ガイドライン（初版）適用範囲：リユースモバイル端末事業者

ガイドライン
準拠表示

ガイドライン準拠表示

ガイドライン
準拠表示

下取りした
リユースモバイル端末

（修理済・整備済・ASIS）
リユースモバイル端末リユースモバイル端末

事業者

・修理・整備依頼
・部品再利用向け端末

修理・整備済モバイル端末

●対象事業者イメージ
・エコケー
・クリエージェンシー
・携帯市場
・ゲオ
・ソフマップ
・日本テレホン
・パシフィックネット
・ブックオフコーポレーション 等

（五十音順）
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今後の検討の方向性

初版
ガイドライン

公表

B2C・B2B領域の
定量的格付基準の

相関を整理

B2C・B2B領域の
統一格付基準を

策定

統一格付基準に基づいた
ガイドライン公表

3月 4月 6月5月
2019年

7月 8月 10月9月 11月 12月 2月1月 3月
2020年

認定事業者スキーム
協議・検討

認定事業者
制度策定

認定事業者制度の運用

安心安全なリユースモバイル市場の発展・確立を目指して

ガイドライン発効

準拠表示

②消費者の安心安全に向けた取り組み（利用者にしか消去できない情報の広報活動・相談窓口の開設）

①ガイドライン認知度向上

③統一格付基準策定

④認定事業者制度確立に向けた取り組み

⑤ガイドライン発効/準拠表示開始

活
動
計
画

3月8日

10/初旬

5月中

9月末迄

21
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安心安全なリユースモバイル市場の形成と発展に向けたロードマップ
安心安全なリユースモバイル市場の形成と発展に向けたロードマップ

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年 2019年

推
進
体
制

標
準
化
対
応

市
場
課
題
へ
の
対
応

国
の
施
策
・
行
政
等

リユースモバイル関連ガイドライン検討会による活動7/3
設置

標準化（ガイドライン）活動、特有課題への対応、周知啓発等を方向付け

作業部会による標準化に向けた活動
ガイドライン主要ポイント作業部会設置/部会活動
●格付け基準等作業部会
●個人情報作業部会
●トレーサビリティ作業部会

BtoC・BtoB領域における格付け基準化・定量評価方法の検討・統一基準策定に向けた活動

不正防止・法令順守・トレーサビリティの徹底に向けた活動

3/8ガイドライン
初版 公表

7/3
設置

ガイドライン
改定版-リリース

個人情報取り扱いに関するルール整備、啓発等の活動

安心安全な
リユースモバイル
市場の形成と発展に向けて

消費者不安を払拭し、
認知度を高め、

継続して検討・協議が
必要な事項

■整備済製品に関する表示方法の定義、表示基準の統一化に向けた取組

■総務省：モバイル検討会報告書で対応の方向性が示された事項
中古端末の国内流通促進関係
・ 下取り端末の流通・販売を行う者に対する MNO による当該端末の国内市場での販売の制限を業務改善命令の対象とするガイドラインへの対応
・ 中古端末の SIM ロック解除を求めるガイドラインへの対応
・ 中古端末に関する民間の取組の後押し
・ MNO による盗品等に関する迅速かつ明確な情報公開

■ネットワーク利用制限に関するリユースモバイル市場視点の課題提起と課題解決に向けた取組
■関連事業者に向けたリユースモバイル端末の国内流通促進に向けた取組
■不正防止に向けた海外対応事例の研究と国内導入に向けた検討（事業者間データ連携/不正リスト等）
■人材教育・資格者制度、認定事業者制度化に向けた検討

リユースモバイル関連
ガイドライン作成・改訂

事業者認定制度
に向けた検討

課題解決への
取り組み

11/19 規制改革推進に関する第４次答申：規制改革推進会議

2019年10月
楽天モバイル参入競争激化 通信費の動向
消費税増税（10％）節約意識の高まり

情報通信審議会 電気通信事業政策部会 特別委員会 モバイル市場の競争環境に関する研究会/ＩＣＴサービス安心・安全研究会

2019年4月 分離プラン本格化？

2019年9月
中古端末SIMロック解除解禁

22
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ガイドライン確立によって

23

消費者・関連事業者が幅広く安心して、
安全にリユースモバイル端末取引ができる市場の形成と発展へ

リユースモバイル関連事業者によるガイドライン遵守と準拠表示
安心で安全な取引市場の形成・発展 消費者にとって幅広い選択肢

モバイル市場の公正競争に寄与

消費者が安全に安心して、
リユースモバイル端末を利用できる世の中をめざします
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Appendix
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ご参考：利用者情報に対する海外市場調査 (協力会社及び独自調査による)
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ご参考：利用者情報の消去処理方法 海外比較

26

諸外国より強固な消去方法(上書き消去)を利用者情報の処理方法として規定

比較項目 リユースモバイル
関連ガイドライン

主要な諸外国事例
（アメリカ・EU）

データ初期化
（工場出荷状態に戻す）

必ず行う 必ず行う

上書き消去処理 上書き消去による、より強固な消去処理を
施す

特に推奨されていない

消去システム
環境

適正な事業者用ソフトを具備し、それによる
上書き消去を実施し得る環境にある

事業者による任意

第三者チェック データ消去処理完了後、第三者により、デー
タ消去が適正になされ、データが確実に消
去されていることの確認を行う

特に推奨されていない
事業者により任意
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参考：海外事例 利用者データの取り扱い (協力会社及び独自調査による)
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